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医療費助成制度をご存じですか
　保険診療の自己負担分を町が助成します。ただし、年齢や世帯の住民税課税状況によって一部負担金や所得
制限があります。 ※保険外診療は対象外。子ども医療費については、所得制限はありません。

子ども医療費 ひとり親家庭等医療費 重度心身障がい者医療費

助成
・入院にかかる医療費：無料
・通院にかかる医療費：初診時

一部負担金のみ負担

・住民税課税世帯：医療費の一部を
負担

・住民税非課税世帯：初診時一部負
担金のみ負担

・住民税課税世帯：医療費の一部
を負担

・住民税非課税世帯：初診時一部
負担金のみ負担

対象

・18 歳の年度末までの子ども
※子ども医療費助成の対象年齢

で、現在受給者証をお持ちで
ない方は申請が必要。

①ひとり親家庭で父か母に扶養また
は監護されている子どもとその親

②両親の死亡・行方不明などの理由
により、両親以外の方に扶養され
ている子ども

※①②のいずれかに該当する 18 歳
までの子ども（18 歳になる年度
の末日まで有効。大学進学等で父
か母の扶養を継続される方は、申
請により 20 歳の誕生日の前日が
属する月の末日まで受給可。）

※子どもは入院と通院、その親は入
院のみ助成対象

①身体障害者手帳 1･2 級の方、3
級の内部障がいの方

②療育手帳 A 判定の方、または重
度の知的障がいと診断された方

③精神障害者保健福祉手帳 1 級の
方（入院にかかる医療費は対象
外）

必要
書類

子どもと被保険者の健康保険
情報を確認できるもの

・ 印鑑（スタンプ印除く）
・ 対象者全員の健康保険情報を確認

できるもの
・児童扶養手当証書または戸籍謄本
（離婚日等が分かるもの）

・ 子どもが大学などに進学されて　
いる場合は在学証明書

・ 印鑑（スタンプ印除く）
・ 対象者の健康保険情報を確認で

きるもの（65 歳以上の方は後期
高齢者医療制度への移行が必要）

・ 身体障害者手帳、療育手帳また
は精神障害者保健福祉手帳

共通
事項

・学校等での怪我により、日本スポーツ振興センターの災害共済給付等から医療費が助成された場合、受給者
証の使用はできませんので、ご注意ください。

・令和８年 1 月 1 日時点で当別町に住民登録のない方は、最新の「所得・課税証明書」または地方税関係情
報取得に関する同意書が必要です。受給者証をお持ちの方で、次の場合は必ず届出てください。

　①加入している健康保険が変更になったとき、②住所が変わったとき、③死亡したとき、④婚姻（事実婚
含む）・離婚したとき

問合
せ先 保健福祉課福祉係（ゆとろ内・☎ 23 － 3019） 介護課障がい支援係（ゆとろ内・

☎ 25 － 2665）


